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。
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。
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日
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八
十
号
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第
十
八
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第
一
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規
定
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。
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。
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。
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県
道

路　

線　

名

竃
門
菰
田

山

鹿

線

供

用

開

始

す

る

区

間

玉
名
郡
菊
水
町
大
字
竃
門
字
蛇
田

　
　
　
　
　

一
八
六
一
番
三
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

同　
　

字

　
　
　
　
　

一
八
三
九
番
一
地
先
ま
で

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
二
・
〇

備　
　

考

単

道

改

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

社
団
法
人
天
草
郡
市
医
師
会
立
天
草

地
域
介
護
セ
ン
タ
ー

本
渡
市
亀
場
町
大
字
食
場
字
地
蔵
円

八
五
四｜

一

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ひ
ま
わ
り

２
１

玉
名
郡
岱
明
町
中
土
八
一
一｜

一
〇

訪
問
介
護
事
業
所
茶
寿
苑

阿
蘇
郡
阿
蘇
町
内
牧
一
一
五
八｜

一

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

社
団
法
人
天
草
郡
市
医
師
会

本
渡
市
本
渡
町
大
字
本
戸
馬
場
字
馬
場
一
〇

七
八｜

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
長
寿
会

玉
名
郡
長
洲
町
大
字
折
崎
六
〇
三｜

一

医
療
法
人
社
団
坂
梨
会

阿
蘇
郡
阿
蘇
町
内
牧
一
一
五
三｜

一

指
定
年
月
日

平
成
十
三
年

十
月
二
日

平
成
十
三
年

九
月
十
七
日

平
成
十
三
年

十
月
一
日



　

﹇
訪
問
看
護
﹈

　

﹇
居
宅
療
養
管
理
指
導
﹈

　

﹇
通
所
介
護
﹈

　

﹇
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
﹈

　

﹇
短
期
入
所
療
養
介
護
﹈

　

﹇
居
宅
介
護
支
援
事
業
﹈

　

﹇
介
護
老
人
保
健
施
設
﹈

熊
本
県
告
示
第
八
百
三
十
六
号

　

生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

﹇
居
宅
介
護
事
業
者
﹈

熊
本
県
告
示
第
八
百
三
十
七
号

　

生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子
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事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

牟
田
診
療
所

天
草
郡
姫
戸
町
大
字
姫
浦
四
九
九
八

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

医
療
法
人
社
団
翔
洋
会

天
草
郡
姫
戸
町
大
字
姫
浦
二
五
四
四｜

六

指
定
年
月
日

平
成
十
三
年

八
月
一
日

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

牟
田
診
療
所

天
草
郡
姫
戸
町
大
字
姫
浦
四
九
九
八

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

医
療
法
人
社
団
翔
洋
会

天
草
郡
姫
戸
町
大
字
姫
浦
二
五
四
四｜

六

指
定
年
月
日

平
成
十
三
年

八
月
一
日

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

と
も
ち
未
来
病
院
通
所
介
護
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

下
益
城
郡
砥
用
町
大
字
洞
岳
一
三
〇

八ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
に
し
き

球
磨
郡
錦
町
一
武
一
六
四
一

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

医
療
法
人
社
団
白
寿
会

下
益
城
郡
砥
用
町
大
字
洞
岳
一
三
〇
八

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
二｜

九

指
定
年
月
日

平
成
十
三
年

九
月
十
二
日

平
成
十
三
年

九
月
六
日

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

介
護
老
人
保
健
施
設
ケ
ー
ナ
・
ガ
ー

デ
ン

天
草
郡
河
浦
町
大
字
河
浦
四
七
七
八

｜

三

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

医
療
法
人
社
団
野
田
会

天
草
郡
河
浦
町
大
字
河
浦
四
九
七
八｜
一

指
定
年
月
日

平
成
十
三
年

六
月
十
五
日

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

山
田
内
科
胃
腸
科

人
吉
市
下
新
町
三
五
九

介
護
老
人
保
健
施
設
ケ
ー
ナ
・
ガ
ー

デ
ン

天
草
郡
河
浦
町
大
字
河
浦
四
七
七
八

｜

三

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

医
療
法
人
社
団
健
成
会

人
吉
市
下
新
町
三
五
九

医
療
法
人
社
団
野
田
会

天
草
郡
河
浦
町
大
字
河
浦
四
九
七
八｜

一

指
定
年
月
日

平
成
十
三
年

九
月
十
一
日

平
成
十
三
年

六
月
十
五
日

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
に
し
き

球
磨
郡
錦
町
一
武
一
六
四
一

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
二｜

九

指
定
年
月
日

平
成
十
三
年

九
月
六
日

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

介
護
老
人
保
健
施
設
ケ
ー
ナ
・
ガ
ー

デ
ン

天
草
郡
河
浦
町
大
字
河
浦
四
七
七
八

｜

三

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

医
療
法
人
社
団
野
田
会

天
草
郡
河
浦
町
大
字
河
浦
四
九
七
八｜

一

指
定
年
月
日

平
成
十
三
年

六
月
十
五
日

介
護
機
関
名
称

ア
イ
リ
ス
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
に
し

き

開　

設　

者

株
式
会
社
ニ

チ
イ
学
館

介
護
機
関
所
在
地

球
磨
郡
錦
町
一
武
一

六
四
一

変　

更　

事　

項

旧名
称
及
び
所
在
地

ア
イ
リ
ス
ケ

ア
セ 
ン
タ

ー
人
吉

人
吉
市
中
青

井
町
三
二
〇

｜

六
田
村
テ

ナ
ン
ト
一
階

新

ア
イ
リ
ス
ケ

ア
セ
ン
タ
ー

に
し
き

球
磨
郡
錦
町

一
武
一
六
四

一

変
更
年
月
日

平
成
十
三
年

六
月
一
日



　

﹇
訪
問
看
護
﹈

　

﹇
居
宅
療
養
管
理
指
導
﹈

　

﹇
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
﹈

熊
本
県
告
示
第
八
百
三
十
八
号

　

熊
本
県
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
制
度
要
項
の
一
部
を
改
正
す
る
要
項
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　
　
　

熊
本
県
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
制
度
要
項
の
一
部
を
改
正
す
る
要
項

　

熊
本
県
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
制
度
要
項
（
平
成
十
二
年
熊
本
県
告
示
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
制
度
要
綱
（
平
成
十
年
四
月
八
日
建
設
省
住
備
発
第
三
十
九

号
。
以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。
）
」
を
「
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法

律
第
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
十
三
年
政
令
第
二
百
五
十
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
五
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
等
（
以
下

「
法
令
等
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
賃
貸
住
宅
の
建
設
又
は
改
良
（
以
下
「
建
設
等
」
と
い
う
。
）
を
行

い
、
賃
貸
住
宅
の
」
を
「
賃
貸
住
宅
の
整
備
（
既
存
の
住
宅
等
の
改
良
（
用
途
変
更
を
伴
う
も
の
を
含

む
。
）
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
」
に
、
「
供
給
計
画
」
を
「
賃
貸
住
宅
の
整
備
及
び

管
理
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
供
給
計
画
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
「
県
が
費
用
の
補
助
を
行
う
た
め
」

の
下
に
「
法
令
等
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
」
を
加
え
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
要
綱
第
四
の
規
定
に
基
づ
き
」
を
「
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
」
に
、
「
供

給
計
画
に
基
づ
い
て
建
設
さ
れ
る
賃
貸
住
宅
」
を
「
供
給
計
画
に
基
づ
き
整
備
が
行
わ
れ
る
又
は
行
わ
れ

た
賃
貸
住
宅
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
中
「
要
綱
第
四
第
四

号
に
掲
げ
る
者
」
を
「
法
第
三
十
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
資
格
を
有
す
る
者
」
に
改
め
、
同
項
を
第
三

号
と
す
る
。

　

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
供
給
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
三
条　

法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
供
給
計
画
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
認
定
に
係

　

る
賃
貸
住
宅
が
法
に
基
づ
く
市
町
村
の
補
助
又
は
管
理
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
当

　

該
市
町
村
長
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
四
条
を
削
る
。

　

第
五
条
中
「
要
綱
第
十
七
第
一
項
第
一
号
」
を
「
省
令
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す

る
。

　

第
六
条
第
二
項
中
「
建
設
省
」
を
「
国
土
交
通
省
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

　

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
供
給
計
画
の
認
定
の
通
知
）

第
七
条　

知
事
は
、
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
供
給
計
画
の
認
定
（
以
下
「
計
画
の
認
定
」
と
い

　

う
。
）
を
し
た
と
き
は
、
計
画
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
認
定
通

　

知
書
（
別
記
第
一
号
様
式
）
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
関
係
市
町
村
長
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と

　

す
る
。

　

第
七
条
を
第
六
条
と
す
る
。

　

第
八
条
第
一
項
中
「
要
綱
第
六
第
二
項
」
を
「
省
令
第
二
十
七
条
」
に
、
「
別
記
第
五
号
様
式
」
を

「
別
記
第
二
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
別
記
第
六
号
様
式
」
を
「
別
記
第
三
号
様
式
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
四
条
」
を
削
り
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

　

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
地
位
の
承
継
）

第
九
条　

法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
事
業
者
が
有
し
て
い
た
計
画
の
認
定
に
基
づ
く
地
位
を

　

承
継
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
承
継
の
原
因
と
な
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
、
速
や
か
に
知
事
に
承
継
承

　

認
申
請
書
（
別
記
第
四
号
様
式
）
を
提
出
し
、
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
で
、
地
位
の
承
継
を
認
め
た
と
き
は
、
申
請
者

　

に
承
継
承
認
通
知
書
（
別
記
第
五
号
様
式
）
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
九
条
を
第
八
条
と
す
る
。

　

第
十
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　
　

知
事
は
、
法
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
認
定
事
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事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

牟
田
診
療
所

天
草
郡
姫
戸
町
大
字
姫
浦
四
九
九
八

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

竹
中
善
治
郎

天
草
郡
姫
戸
町
大
字
姫
浦
二
五
四
三｜

二

廃
止
年
月
日

平
成
十
三
年

七
月
三
十
一
日

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

牟
田
診
療
所

天
草
郡
姫
戸
町
大
字
姫
浦
四
九
九
八

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

竹
中
善
治
郎

天
草
郡
姫
戸
町
大
字
姫
浦
二
五
四
三｜

二

廃
止
年
月
日

平
成
十
三
年

七
月
三
十
一
日

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

と
も
ち
未
来
病
院
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン

下
益
城
郡
砥
用
町
洞
岳
一
三
〇
八

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

医
療
法
人
社
団
白
寿
会

下
益
城
郡
砥
用
町
洞
岳
一
三
〇
八

廃
止
年
月
日

平
成
十
三
年

九
月
一
日



　

業
者
及
び
関
係
市
町
村
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
建
設
」
を
「
整
備
」
に
改
め
、
同
条
中
「
熊
本
県
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住

宅
制
度
補
助
金
等
交
付
要
項
」
を
「
熊
本
県
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
制
度
補
助
金
交
付
要
項
」
に
、

「
建
設
又
は
改
良
」
を
「
整
備
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
要
綱
第
十
第
三
項
」
を
「
省
令
第
十
八
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同

条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
五
条
第
一
項
中
「
別
記
第
九
号
様
式
」
を
「
別
記
第
六
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
建

設
省
住
宅
局
長
」
を
「
国
土
交
通
省
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
五
号
中
「
一
時
金
」
を
「
前
払
金
」
に

改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
別
記
第
十
号
様
式
」
を
「
別
記
第
七
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と

す
る
。

　

第
十
六
条
中
「
高
齢
者
向
け
賃
貸
住
宅
」
を
「
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
」
に
、
「
第
五
条
」
を

「
第
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
七
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
八
条
第
一
項
中
「
要
綱
第
二
十
二
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
額
の
算
出
計
算
書
又
は
不
動
産
鑑
定

士
等
」
を
「
不
動
産
鑑
定
士
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
の
規
定
は
、
」
の
下
に
「
認
定
を

受
け
た
供
給
計
画
に
定
め
ら
れ
た
管
理
期
間
内
に
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

　

第
十
九
条
第
一
項
中
「
住
宅
の
家
賃
と
入
居
者
負
担
額
の
差
額
を
当
該
家
賃
か
ら
減
額
す
る
場
合
」
を

「
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
の
家
賃
を
減
額
す
る
場
合
」
に
、
「
そ
の
減
額
」
を
「
所
得
が
二
十
六
万

八
千
円
以
下
の
入
居
者
に
係
る
家
賃
の
減
額
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一

項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
第
二
項
と
し
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

　

第
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
家
賃
の
支
払
方
法
）

第
二
十
条　

家
賃
の
支
払
方
法
は
、
月
払
い
方
式
（
入
居
者
が
毎
月
そ
の
月
分
の
家
賃
を
支
払
う
方
式
を

　

い
う
。
）
と
す
る
ほ
か
、
一
般
賃
貸
人
が
法
第
五
十
六
条
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
前
払

　

い
方
式
（
入
居
者
が
終
身
に
わ
た
っ
て
支
払
う
べ
き
家
賃
の
全
部
又
は
一
部
を
入
居
時
に
一
括
し
て
支

　

払
う
方
式
を
い
う
。
）
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

第
二
十
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
二
十
一
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

　

第
二
十
二
条
中
「
第
十
九
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

　

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
別
記
第
十
一
号
様
式
」
を
「
別
記
第
八
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十

二
条
と
す
る
。

　

第
二
十
四
条
中
「
次
の
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
管
理
規
定
」
を
「
管
理
規
程
」
に

改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
一
時
金
」
を
「
前
払
金
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。

第
二
十
五
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

　

第
二
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
目
的
外
使
用
）

第
二
十
六
条　

認
定
事
業
者
は
、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅

　

の
目
的
外
使
用
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
目
的
外
使
用
承
認
申
請
書
（
別
記
第
九
号
様
式
）
を
知
事

　

に
提
出
し
、
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

知
事
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
で
、
目
的
外
使
用
を
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
申
請
者
及

　

び
関
係
市
町
村
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
十
六
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

　

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
建
設
又
は
改
良
」
を
「
整
備
」
に
、
「
別
記
第
十
三
号
様
式
」
を
「
別
記
第

十
号
様
式
」
に
、
「
別
記
第
十
四
号
様
式
」
を
「
別
記
第
十
一
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
建

設
」
を
「
整
備
」
に
、
「
別
記
第
十
七
号
様
式
」
を
「
別
記
第
十
二
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
建
設
」
を
「
整
備
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

　

第
二
十
八
条
中
「
一
般
管
理
人
」
を
「
一
般
賃
貸
人
」
に
、
「
要
綱
」
を
「
法
令
等
」
に
改
め
、
同
条

を
第
二
十
七
条
と
す
る
。

　

第
二
十
九
条
中
「
建
設
等
」
を
「
整
備
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。

　

第
三
十
条
を
第
三
十
一
条
と
し
、
第
二
十
八
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　

（
緊
急
時
の
体
制
整
備
）

第
二
十
九
条　

認
定
事
業
者
は
、
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
を
整
備
す
る
と
き
は
、
当
該
住
宅
に
入
居

　

す
る
高
齢
者
が
、
緊
急
時
に
お
け
る
通
報
等
の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
希
望
す
る
場
合
、
当
該
サ
ー
ビ
ス

　

の
利
用
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
措
置
を
あ
ら
か
じ
め
講
じ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
公
社
へ
の
要
請
等
）

第
三
十
条　

県
は
、
法
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
り
公
社
に
対
し
高
齢
者
向
け
の
優
良
な
賃
貸
住
宅
の
整
備

　

及
び
管
理
を
要
請
す
る
と
き
は
、
要
請
書
（
別
記
第
十
三
号
様
式
）
を
公
社
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

　

な
い
。

２　

前
項
の
要
請
に
基
づ
き
、公
社
が
高
齢
者
向
け
の
優
良
な
賃
貸
住
宅
の
整
備
及
び
管
理
を
行
う
場
合
、

　

第
十
一
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、

　

第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３　

県
は
、
公
社
が
第
一
項
の
要
請
に
基
づ
き
高
齢
者
向
け
の
優
良
な
賃
貸
住
宅
の
整
備
及
び
管
理
を
行

　

う
場
合
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
交
付
要
項
に
よ
り
、
当
該
賃
貸
住
宅
の
整
備
及
び
家
賃
減
額
に
要
す
る

　

費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
三
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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